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本 IFRS in Focusは、2020年 7月に国際会計基準審議会（IASB）より公表された「負債の流動または

非流動への分類－発効日の延期」（ED）に示された IAS第 1号「財務諸表の表示」 に対する修正につい

て解説するものである。 

 

 

 

 

 

 

IFRS in Focus 
IASB は、「負債の流動または非流動への分類」の発効日を延期する 

注： 本資料は Deloitteの IFRS Global Officeが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳した

ものです。 

       この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については英語版

ニュースレターをご参照下さい。 

•  2020年 1月、IASB は「負債の流動または非流動への分類」というタイトルの IAS 第 1号の修

正を公表した。発効日は 2022年 1月 1日以後開始する事業年度である。 

•  本修正の適用から生じる分類の変更の実施を遅延させる可能性のある COVID-19のプレッシ    

ャーにより、IASBは、2023年 1月 1日以後開始する事業年度に、本修正の発効日を 1年延期

する。 

 

背景 

IASBは、2020年 1月に「負債の流動または非流動への分類」というタイトルの IAS第 1号の修

正を公表した。 

 

本修正は、 

 

•  負債の流動または非流動への分類は、報告期間の末日現在において存在する権利に基づくこと

を明確にしている。 

 
•  分類は、企業が負債の決済を延期する権利を行使するかに関する見込みの影響を受けないこと

を具体的に規定している。負債が非流動の分類の要件を満たしている場合、経営者が 12か月

以内に負債を決済する意図があるまたは見込みがある、または報告期間の末日と財務諸表の

発行が承認される日の間に負債を決済するかどうかに関わらず、非流動に分類される。  

 
•  報告期間の末日現在において財務制限条項が遵守されている場合、権利が存在することを説明

する。 

 
•  決済が、現金、資本性金融商品、その他の資産またはサービスの相手方への移転を指すことを

明確化するために、「決済」の定義を導入する。 

 
 

http://www.iasplus.com/
http://www.deloitte.com/
http://www.deloitte.com/jp/ifrs
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本修正のより詳細な内容は、IFRS in Focus「IASB が、負債の流動又は非流動への分類を明確化するために IAS第 1号を修

正」を参照いただきたい。 

本修正は、IAS第 8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って、2022年 1月 1日以後に始まる事業年度に遡及

的に適用される予定であった。 

本修正の公表後 IASBは、COVID-19が、本修正の適用により生じる分類の変更の実施を遅延させる可能性があるプレッシャ

ーを生じさせることに留意した。また、ローン・コベナンツの再交渉の開始を延期および期間を延長させる可能性もある。 

 したがって、IASBは、企業に運用上の救済を提供する。 

修正点 

IASBは、本修正の発効日を 2023年 1月 1日以後に開始する事業年度に 1年延期する。IASBは、本修正に対して他には変

更をしない。 

本修正の早期適用は、引き続き認められる。 

 

さらなる情報 

IAS第 1号の修正についてご質問がある場合は、通常のデロイトの連絡先にご連絡ください。 

 

 

デロイト会計リサーチ・ツール（DART）は、会計および財務情報開示資料の包括的なオンライン・ライブラリです。 

iGAAP on DARTでは完全版 IFRS基準へのアクセスが可能であり、以下のリンクがあります。 

• デロイトの最新の iGAAPマニュアル。IFRS基準に基づく財務報告のためのガイダンスを提供しています。 

• IFRS基準に基づいて報告する企業のモデル財務諸表 

DARTへのサブスクリプションを申し込むには、ここをクリックして、アプリケーション・プロセスを開始し、iGAAP パッケージを

選択します。 

サブスクリプション・パッケージの価格を含む DART の詳細については、ここをクリック。 

 

 

見解 

IASBは、修正案の一部として開示の要求事項を導入するかどうかを検討したが、企業は IAS第 8号に従うことが要求されるた

め、不要であると結論付けた。IAS第 8号は、2020年 1月に公表された本修正の適用が企業の財務諸表に及ぼす、起こり得る影

響の評価に関連性のある、既知のまたは合理的に見積り可能な情報の開示を要求している。 

 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20200129.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20200129.html
https://dart.deloitte.com/iGAAP
https://subscriptionservices.deloitte.com/#/plan
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/audit/solutions/2019-igaap-on-dart-global.html
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